
平成２８年１０月号掲載 

 

男女共同参画社会をつくる 

～男女共同参画に関するＱ＆Ａ～ 

 

Ｑ２４   本年４月に全面施行された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律」（以下「女性活躍推進法」という。）はどのような法律ですか。 

 

    

Ａ２４   ４月１日から「女性活躍推進法」の全面実施を受け、国及び地方公共団体は、

女性職員の活躍に関する定量的目標や取組内容等を定めた「特定事業主行動計

画」を策定することになり、今年度からその計画にそった取組を本格的に実施

する段階に入っています。 

      国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、

常時雇用する労働者の数が３００人を超えるものは、「一般事業主行動計画」の

策定が義務化され、労働者数が３００人以下の一般事業主は「事業主行動計画」

の策定が努力義務とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

女性の活躍を推進していくためには、これまでの男性職員を中心とした人事管理や働き

方の改革が不可欠であります。より具体的には、女性職員が出産・子育てを行いつつ、キ

ャリアアップを図り、管理職として活躍できるための「人事管理面での変革」と、男性が

育児や介護等の家庭での責任を果たすことができるような「柔軟な働き方改革」を車の両

輪とした取組が求められています。 

 

出所 共同参画 ９月 内閣府 


